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政府調達に関する苦情の申立ての受理について 

 

政府調達に関する苦情の処理手続（平成８年山梨県告示第３１１号）五の５

の規定により、次のとおり苦情の申立てを受理しました。 

 

 平成２８年８月２５日 

 

一 受理年月日 平成２８年８月１８日 

二 苦情の受付番号 第３号 

三 苦情申立人 三井物産エアロスペース株式会社 

四 苦情に係る調達機関名及び調達物品名 

 １ 調達機関名 山梨県防災局消防保安課 

 ２ 調達物品名 消防防災ヘリコプター 

五 苦情の概要 

  一般競争入札につき、入札参加資格の再審査及び調達条件を変えず、再度

調達を行うことを関係調達機関に提案するように求める。 

六 苦情処理手続への参加の意思の通知 

  当該苦情に係る調達に利害関係を有する供給者であって当該苦情処理手続

に参加を希望するものは、参加の趣旨及び理由を明らかにした書面をもって、

次の期限までに参加の意思を当委員会宛て通知すること。 

 １ 期限 平成２８年８月３０日（火）まで 

 ２ 通知先 〒４００－８５０１ 甲府市丸の内一丁目六番一号 

山梨県政府調達苦情検討委員会事務局出納局会計課 

電話055-223-1304 

    

 


